
交通事故防止にかんする
　　杜会心理学的研究（1）

集団規範と個人の態度の形成について

西　　山 啓

　　　　　　　　問　　　題

　集団のもつ規準なり規範なりが，そこに属す

る成員の態度や価値判断に影響をおよぼすとい

う事実は、従釆さまさまの実験研究の結果から

も，あきらかである。

　Sherif，M．（1935）の実験すなわち，暗室内

の光点の自動運動現象を観察させ，被験者たち

の認知的移動の範囲を測定させたところ，集団

全体による判断の、遡値内に収敏し，ある安定し

た結果がみられたという事実は，すでにあまね

く知られている。これは，コミューニケーショ

ンを通じて，その集団独白の関係づけの枠が組

立てられるために，個人判断に影響をおよぼし

たものといえる。

　西山啓（1959）は集団で意見を決定する場合

に，個人決定と，集団討議をへたのちに個人の

意見の変化の推移を実験的に観察したところ，

他の者の意見をきき，また討議することによっ

て，正答の方向に同調することが認められた。

この場合討議の遇程を経るときは，当初に比較

的少数であった意見も正答の方向にむかって有

力となりうるという事実があきらかとなった。

このことは，討議をかさねることにより，正答

のもつ特殊な説得カが集団の規範のかたちをと

って個々人の判断構造に働きかけたとみるべき

であろう。

　ここでいう規準なり規範nOmは、一般に
多少とも同定した関係つけの枠frame　of　refer－

enCeを意味するのであるが，このことから，杜

会規準叉は規範S㏄1a1nOmSとは，個人的コ

ミューニケーションおよびマスコミューニケー

ションを通じて，構成員の申に共有的な関係づ

けの枠frame　of　referenceが固定されて出来

上るものといえる。

　しかしながら杜会規範は，Sherif，M．が行な

った実験のように，かならずしも現象的一致の

行動をとるとはいえない。南博（1949）によれ

ばA11port，F．H．（1934）の交叉点におけるド

ライバーの停止の遵守度の調査＊や，Waters，

R．H．（1941）の歩行者の横断歩道通行の状態

の調査，＊＊FrenchやZajonk（1957）の研究な

どがしめすように，その制度の強制力のつよい

場合はJ－curye，強制カが弱い場合には

J－cur∀eがくずれて正規分布曲線に近いかたち

を示してくる。これらの事実は，どのような杜

会集団においても，nOrm一とこれに対する同調

行動の間には，個人の解釈の拡張の程度によ

り，かなりのへだたりが生じることを意味す

る。とくに相反する規範のもとにおける個人の

行動においては，その個人の規範に対する解釈

のいかんは，次に釆る彼の全行動に重大な影響

をおよぼすと考えられる。

　このような問題を，Stouffer，S．A．（1949）

はHar▽erd大学，Radc11ffe大学の学生を対

註＊A11pOrt．F．H．の場合
　1　停止信号で完全停止　　　　　75．5％

　2　スピードをずっとおとす　　22．0％

　3　スピードを少しおとす　　　　2．0％

　4　スピードをおとさず通過する　O．5％

　のいわゆるJ－carueをえがいている
　　＊券Waters，R．H一の場合

　交叉点もなく警官もいない個所において

　1　横断歩道を完全にまもってわたる　　8％

　2　ほとんどまもってわたる　　　　　63％
　3　半分ほど横断歩道をはずれてわたる　22％

　4　全く横断歩道の外を歩く　　　　　7％
これはJ－curveよりも正規分布曲線にちかい
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象に，次のような実験を行なって解明してい

る。すなわち，教授の代理で試験監督をしてい

る最申にある学生がカンニングをしているのを

発見した，という事態を想定させ，厳格さのこ

となった5通りの処置：

　1．ノートや本をとりあげ，退場を命じ，カ

　　ンニンクの事実を報告する

　2．　ノートをとりあげ，試験は続行させ，あ

　　とでカンニンクの事実を報告する

　3　何か口実をつくって試験を申途で放棄さ

　　せる

　4．　ノートをとりあげ試験は続行させる

　5．何もなかったということにして黙認する

　　　（みて見ぬふりをする）

に対する反応，ならびにそれぞれの処置に対し

て予想される大学当局およびなかまの学生の是

認一否認の予想を回答きせ，学生と大学当局と

のカンニングに対する規範の相違ヒついて論じ

ている。　（図1）
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S・　9　事態における
　　大学当局側のP．R．曲線

　　F　ri釧d事態における
　　犬掌当局側のP．R．曲繍

レ＿。St…g・噂態に洲る
　　孝友側のP．R．曲隷

紅　　　FrIend班態にオ，ける
　　学友側の這．R．曲線

　　図　2．カンニングに対する各処置への大学当

　　　　　局と学友の是認予想（佐々木薫1963）

もつと考えられる幾つかの集団に適用し，これ

らの結果の比較から，安全意識の相違を検討

し，それぞれに適当する安全管理。安全指導の

戦略樹立の一助とするものである。

　　方　　法

　被験者は表1に示す220名である。なお，

1の歩行者群は大学生，3の警察官群は警察学

校生徒4の違反運転者群は，交通事故または

違反によって県公安委員会より行政処分（運転

停止）を受けたものである。

　表1　調査対象一覧

対　　　象　1人 数

　　　O　　　　　A　　B　　C　　D　　E

　図　1一ヵンニングに対する各処置への大学当

　　　　　面と学友の是認予想（Stouffer，S．A．

　　　　　1949）

　わが国においても，佐々木薫（1963）により

日本の大学生を対象にStoufferの方法の再吟

味がおこなわれ，容認範囲の比較がなされてい

る。（図2）

　本研究は，前述の両研究者の方法を，「交通

規則の遵守度」についてそれぞれ異った規範を

1　’

1歩行者群
一

58

2　バス・タクシー運転者群 33

3警察官群 45

4違反運転者群 84

計 220

　質問紙の内容は別紙1のとおりであるが，「被

験者が，交通警察官として取締りのために街頭

に立っているとき，無灯火の自転単および信号

無視の自動車を発見した事態」を想定とする。

そして厳格さのことなる5通りの処置のとりか

た，およびそれらの処置に対して予想をされる

1警察側上司の態度と，2他のなかまたちの態

度について前述した4つのグループごとの比較
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をおこなうものである。　（質問の詳細は40頁に　　　　　裁判で罰金刑になるような処置をする

掲げた）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bつかまえて注意し・あとで本署へ出頭させ・訓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戒処分にするように処置する
　　結果および考察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C　つかまえて注意し，あとで派出所へ出頭させ，
　場面1の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　説諭するように処置する

　まず，「警官としてのあなたが，無灯火の自　　　Dつかまえて，その場できつく注局する

転車を発見した場合」であるが，予想される5　　　E　みてみぬふりをして注意しない

つの処置は，それぞれ次のとおりである。　　　　　この5通りの処置に対する各グルーフの反応

　Aつかまえて注意し調書をとり検察庁へ送り略式　　は表2および図3に示される。

　　表2　　交通警察官としてあなたのとりそうな処置：無灯自転車の場合（％）

1　最もとりそう

　な処置

2　その次にとり

　そうな処置

3　最もとりそう

　にない処置

4　その次にとり

　そうにない
　処置

図3

1　歩行者
　バス・タクシー2運転者

3　警察官
4　違反運転者

1　歩行者
2　　バス’タクシー

　運転者

3　警察官
4　違反運転者

1　歩行者
　　バス・タクシ［2運転者

3　警察官
、4．違反運転者

1　歩行　者
　バス・タクシー2運転者

3　警察官
4　違反運転者

Aの処置
（罰金）

5（8．6）

ユユ（33．0）

1（2．2）

5（6．0）

6（10．4）

0
0

11（13．1）

18（3ユ．0）

4（12．O）

8（17．8）

36（42．9）

21（36．2）

15（45．O）

26（57．8）

29（34．5）

％
工O　　　　　歩行者　　　寺

　パス・タクシー運転者、　　→

　　　　　　警察官
　　　　違反運寧者
8　　　　　　　　　　　　屠

60　　　　　　　　　　　　　　　1　，
　　　　　　　　　　　1夙1
　　　　　　　　　　　1、、
　　　　　　　　　　　〃1“

。。　　　　　　／　’、1
　　　　　　　　　　！l　　　　　l
　　　　　　　　　　！！　　　、
　　　麿＼　　　　　　！1　　　1
　　　　＼＼亀一、＿．7！　　1

20　　　　　　　　　　＼　　　　　一
　　　　　　　／　　　’　　、⑧
　　　　　　。・　！　＼＼
　　　＞くご　　！　　　＼㌧
　　　　　　　　　　　　　　＼一
0　　　A　　B　　C　　D　　E

最もとりそうな処置の百分率：無灯自転車

Bの処置Cの処置Dの処置　Eg処置（本署で訓　　（派出所で　　（その場で　　（注意しな
戒処分）　　説諭）　　　注意）　　　い）

3（5．2）　　　　3（5．2）

8（24．O）　　　　　8（24．0）

0　　　　　　　　　12（26．7）

8　（9．5）　　　　21（25．O）

3（　5．2）　　　　34（5．86）

12（36．O）　　　　11（33．0）

3（　6．7）　　　　30（66．7）

10（11．9）　　　　45（53．6）

7（12．1）　　　　　1（　1．7）

0　　　　　2（6．0）

0　　　　　　0

8（　9．5）　　　　　3（　3．6）

46（79．3）　　　　　1（　1．7）

6（18．O）　　　　　0

32（71．1）　　　　　0

49（58．3）　　　　　1（　1．2）

7（12．1）　　　　　8（13．8）

10（30．O）　　　　　0

11（24．4）　　　　　1（　2．2）

16（19．O）　　　　2（2．4）

2（　3．5）　　　　30（51．7）

2（6．O）　　　25（75．0）

0　　　　　　　　　　37（82．2）

5（　6．0）　　　　32（38．1）

22（37．5）　　　　　4（　6．9）　　　　　2（　3．5）　　　　　9（15．2）

4（12．0）　　　4（12．0）

15（33．3）　　　　　0

29（34．5）　　　　　1（　1．2）

6（18．O）　　　　4（12．0）

1（　2．2）　　　　　3（　6．7）

6（　7．1）　　　　19（22．6）

　無灯自転軍についての処罰の基準は，歩行

者，警察官，違反運転者の間では，おおむね一

致した傾向がみられるが，バス1タクシー運転

者群だけは非常にことなった反応をしめしてい

る。このことは，バス・タクシー運転者の面接

調査において，自転車通行者，とくに無灯火自

転軍に対する危険度の大きさを訴えている事実

と関係があると考えられる。上にのべたそれぞ

れの処置についての警察側上司および他の自転

車通行者による是認の予想を比較すると，両者

のあいだには，かなりのひらきがみられる。（図

3）これをStouffer，佐々木の結果と比較する

と，処置の厳しさの段階上の位置にややずれを

みとめる。しかしこれは想定事態の違いによる

ものといえよう。
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　バス・タクシー運転者群においては，他の3

群にくらべ，やや厳しい規範がみられる（図

4）のは，前述した自転車に対する危険感のあ

らわれとみられ，これらに対する厳しい処罰を

のぞむものといえよう。

　次にそれぞれの処置に対して予想される　1．

警察側上司の態度と，2他の自転車通行者たち

の態度を，次の4の態度のうちから自己評定さ

せた。

⑱警察の上司は

　a　期待通りやってくれた，と思うだろう

b　必らずしも期待通りではないが，まあそれでよ

　　かろうと思うだろう

　C　まずいことをしてくれた，と思うだろう

d　まったくけしからんことをした，許せないと思

　　うだろう

・他の自転車のりの人たちは

a

b

C

d

期待通りにやってくれたと思うだろう

必らずしも期待通りではないが，まあそれでよ

かろうと思うだろう

まずいことをしてくれたと思うだろう

まったくけしからんことをした，許せないと思

うだろう

％

10

80

60

40

20、
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4．1歩　　行　　者 4．2　バス・タクシー運転者
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　　　　タ
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A　　B　C　　わ　　E

　　4．3警　察　官　　　　　　　　　　4．4違反運転者

図　4　　　各処置に対する警察上司および白転車通行者の是認予想（無灯自転車の場合）
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　さらに，各グループのもつ規範の構造特性解

明の手がかりとして，Jacks㎝，J　M（1960）

が考案したretum　potent1a11mode1をえがい

た。図51～4。縦軸は　是認一無関心一否認

　の評価次元をあらわし，横軸は行動の次元

（処罰の程度）をあらわす。評価次元の配点

は，佐々木の場合と同様，a，b，c，dにそ

れぞれ，十1．5，十〇．5，一〇．5，一1．5点とし

　　　十10
　　　　　　　　　　　　　　　ぺ
　　　　　　警察上司の是認予想　　　／、

　　　　　　　　　　　　　　！　、
　　　　　　　　　　　　　　！　　、
　　　　　　　　　　　　　　1　　、
　　　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　！
　　　十・5　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　＼　　　　　　　　■

　　　　　　　　　〉運転者の是認予想

O　　A　　　B　　　C　　　D　　　，E
　　　　　　　　　　　　　、

啓

た。

　歩行者の場合は，警察上司の是認度と　般の

是認度とのあいだには極端なひらきがみられな

いが，他の3グループはかなりはっきりとした

差をみとめる。とくに警富群においてはその差

も大きい。ただし，バス。タクシー運転者群を

のぞいては，最初の予想に反してやや変則的な

線をしめしている。

　　　十1．0

　　警察上司の是認予想、，一4

　　　　　　　　　タ’’
　　　　　　　　’　　　　　　、
　　　　　　　　。！　　　　、

十j／　1
　　　薪／／

O　、・　B　　C　　D　　享
　　　　　　　　　　　　　　E　　A

一．5 一．5

一1．0

’■『「刊、」一”■U1＾』1帖■，’］1
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パ
、

！、

1一

1

’一’　、

1
、

十．5 1
、
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一

、

1ノ
’

、

、

’

’
！

、

一
／〆．

、

、

O
A／B

C．

DI，E！

！
、

！ 、

1 、
、

、
o

一．5

一1．O

5．1歩　　行　　者
警察上司の是誌予想

一1．

十1．O

5．2バス・タクシ　運転者

警察上司の是認予想

／

／、

十’5　　、成／
　　　　　　　鮮／　　　　・
　　　　　　ぷ二・　　　＼
　　　　　彩／
　　　　　　　　　　　　　　、　O　A／B　C　D　南　　　　！　　　　　　　　　　　　　　E

　　　〆

一．5

。1．1

　　　　　　5．3警　察　官　　　　　　　　　　　5．4違反運転者

　　　　　　　図　5　　　各処置に対するreturn　pOtent1a1曲線（無灯白転軍の場合）

　　　　　　　　　　亙　　　　　　　　　　　　　A　つかまえて注意し交通切符をきり、現場の事実や

　場面2の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　状況をくわしくチェックし違反や罰条欄をもらさ

つぎにおこなったのは「警察官としてのあなた　　　　ず記入する。一行政処分になるように一

が，信号無視の自動車を発見した場合」において　　B　つかまえて注意し，交通切符をきり，違反の事実

予想される処置のとりかたで，次の5つである。　　　だけを報告する一罰金ですむ程度に一
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交通事故防止にかんする社会心理学的研究

C　つかまえて注意し，本署へ出頭させ訓戒処分にす　　E　つかまえて，その場できつく注意する

　　るよう処置する
Dつかまえて注意し，派出所へ出頭さ也説諭する　　　この5通りのことなった処置に対する各グル

　よう処置する　　　　　　　　　　　　　　　一プの反応は表3および図6に示される。

　表　3　　　　　交通警察官としてあなたのとりそうな処置：信号無視白動車の場合（％）

1　最もとりそう

　な処置

2　その次にとり

　そうな処置

3　最もとりそう

　にない処置

4　その次にとり

　そうにない処

　置

1．歩行者
　バス・タクシー2・運転者

3．警察官
4．違反運転者

1．歩行者
2・鎧去タクシ□

3．警察官
4．違反運転者

1．歩行者
2．　バス’タクシー

　運転者

3．警察官
4．違反運転者

1．歩行者
　バス・タクシー2．

　運転者

3．警察官
4．違反運転者

Aの処置
（行政処分

　と罰金）

15（25．9）

14（42．0）

28（62．2）

22（26．2）

5（8．6）

7（21．0）

4（8．9）

4（4．8）

28（48．2）

10（30．0）

3（6．7）

32（38．1）

7（12．1）

0
3（6．7）

30（35．7）

Bの処置
（罰金）

29（50．O）

18（54．0）

13（28．9）

44（52．4）

16（27．6）

14（52．0）

27（60．0）

16（19．0）

2（3．4）

O
0
9（10．7）

9（15．5）

2（6．O）

1（2．2）

28（33．3）

Cの処置
（本署で訓
戒処分）

7（12．1）

1（3．O）

3（6．7）

5（6．0）

22（37．9）

10（30．0）

8（17．8）

48（57，1）

2（3．4）

0
5（11．1）

2（2．4）

5（8．6）

3（9．O）

7（15．5）

1（1．2）

Dの処置
（派出所で

　説諭）

4（6．9）

0
0
9（10．7）

10（17．2）

0
3（6．7）

14（ユ6．7）

4（6．9）

4（12．O）

9（20．0）

6（7．1）

16（27．6）

13（39．0）

25（55．5）

8（9．5）

Eの処置
（ぎの場で

　注意）

3（5．2）

0
1（2．2）

4（4．8）

5（8．6）

2（6．O）

3（6．7）

2（2．4）

22（37．8）

19（57．0）

28（62．2）

35（41．7）

21（36．1）

5（15．0）

9（20．0）

17（20．2）

％

100

80

60

40

20

◎

バス　　歩行者・　一一一刈

タクシー運転者・一・一・r

　　警察官
　違反運転者　　　一・

　　へ　・ラヘ

！　、
　　　　、、

　　　　“

　　　　、xべ＼

図　6

　A　　　B　　　C　　　D　　’E

最もとりそうな処置の百分率：

　　　　　　信号無視自動車

　これによると，警察官側の規範と，他の3群

の差がみられる。警察官群のとる処置は

J－curveをえがいており，警察側の交通規則に

対する強制力のつよさが示されている。これに

対して，他の3群においてはそれが弱い。この

事実は，交通規則に対する　般の遵守度，もし

くは運転者たちの本心（罰金なら少々おさめて

もよいが，行政処分は困る）のあらわれとみて

よいであろう。また，自転車の場合とはことな

って，処罰に対する規範がきぴしい方向に移っ

ている点は注目に価する。

　つぎに，無灯自転軍の場合と同様，前述した

いろいろな処置についての警察側上司および，

他の運転者たちによる是認の予想を比較した。

その結果は，表3および，図8に示される。

　全般的に白転車の場合とことなり警察上司と

　般運転者の処罰に対する是認度が，よりきび

しい方向へと移動している。警察官群の規範に

最も似かよっているのは，バス1タクシーの運

転者群である。また，違反者群によるなかまの

是認度は，他の3群にくらべ特異な線をしめし

ており，違反者群の規則への遵守度の不徹底が

みとめられる。
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　また各群とも警察上司の容認度は歩行者をの

ぞき，J－curveもしくはその準型を示してお

り，自転車の場合とことなり規則遵守への規範

啓

の強さがみとめら丸る。歩行者の規範は全体的

にみて，他の3群よりもゆるやかなことがうか

がわれる。

％

O

警察上司

A　　B　C　D　E．・

％

7．1歩　　行　　者

警察上司

A　　　　　C

7．2バス・タクシー運転者

％

100

80

60．

40

20

O一

警察上司

　　　塵，
多！

運転者

へ

・％

100

80

60

40

20

A　　B　．C　　D　　E

7．3警　　察　　官

O

警察上司

　　　虜一一　　！　　　辛一一・和■一噛

　■
　／

運転者

A　　B　　C　　D　　E

7．4違反運転者

図　　7　　　　各処置に対する警察上司および白動車運転者の是認予想

　　　　　　　　　　　　　（信号無視自動車の場合）

　無灯自転車の場合と同様retum　potentia1

曲線をえがいてみると，図8．1～4のように

なる。いずれも自転車の場合に比べてそれぞれ

の処置に対する容認度の巾がせはまっており，

違反に対する規範構造の差がみられる■。この場

合違反者群の規範は，他の3群にくらべて寛容

であり，換言すればルーズさのあらわれともい

える。

　バス・タクシー運転者群は，無灯自転車の場

合と同様，警官群と類似した傾向をしめしてい

る。ここにおいて注目すべき点は，彼等が「他

の運転者たちの考え」としてもっている是認の

規範は，警官群の場合よりも厳格な碩向がみら

れることであり，違反者ときわめて対照的な規

範を示していることである。
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交通事故防止にかんする杜会心理学的研究
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図　　8

一ヱ

察　官　　　　　　　　　　8．4違反運転者

各処置に対するretum　POtent1a1曲線（信号無視自動車の場合）

　以上の結果から考えられることは，

1．条件は同一の交通違反の場面にあっても，

　それぞれのグループにより，かなりはっきり

　　と規範の差がみられることである。

　警察官や，バス・タクシー運転者のように規

範の遵守について，かなり強い強制力を必要と

するものについて，また自転単よりも自動車の

違反といったより重大な事態においては，いわ

ゆるJ－curve叉はその準型が認められるので

あるが，条件別にみると，正規分布にちかい傾

向もあらわれており，個人によってかなりの解

’釈のずれがみられる。とくに，警察上司の考え

と，他のなかまの考えの解釈にはその傾向がい

ちじるしい。とくに，違反運転者群の規範は，

他のグループにくらべ，かなりゆるやか（ノト

ズ）な傾向をみとめる。

　しかしながら，同じ運転者群でも，バス・タ

クシー運転者の規範が，警官群のそれと非常に

似ていることは，所属する企業体内での管理体

制が各運転者に反映したとも考えられ，この方

面での管理。指導の効果ともいえよう。

　これに反して，違反者群の大部分が，管理体

制の十分でない職場にあるか，もしくは自家用

（自営）運転者であるという事実は，前記バス・
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タクシー運転者群の場合と同様に管理指導をお

こなうように何らかの対策樹立がのぞまれる。

　なお，この場合，違反した自転軍なり，自動

車なりの相手が，「知らない人」の場合と「知

った人」という二つの異った事態においては社

会規範に相違がみられるかもしれない。また，

年令差，男女差による交通安全への杜会的規範

も興味あるところであるが，この点の差異につ

いては，改めてその結果を明らかにする予定で

ある。

　また、社会規範の差を生じた発生的原因につ

いても解明の必要があり，さらにこの規範をの

そましい方向に移行させるためのAct1on　Re－

searchは個人の態度形成。態度変容の問題とも

関連して，理論的1実践的両面からみて，今後

の研究にまつところが極めて大きい。

　　要　　約

　本研究は，集団規範の差が，個人の杜会的態

度の形成への影響を考察するため，「交通警察官

として違反者を発見した場合」の処置のとりか

た・およびそれらの処置に対する「警筆上司」

および「他のなかま」たちの是認の度などを比

較検討した。

　その結果

1．あきらかに杜会規範のことなっているとみ

　られるグループにおいては，かなり顕著な規

　範構造の差が認められる

2．とくに警察官わよび管理体制の確立してい

　るバス・タクシー運転者群の規範は厳格な傾

　向をもつ

3．しかしながら，強い強制力が必要とみられ

　る被験者群や場面においてはJ一㎝rYe叉は

　その準型がみられるのであるが，場合によっ

　ては，この傾向がくずれ，個人によってかな

　り解釈のずれがみられろ。

4　これらの事実は，今後の交通安全教育や管

　理の対策を樹立するために有効な手がかりと

　なろう。

啓

　本研究にあたり，次の方々より有益な助言や，資料

蒐集についての格別の御配慮をいただいた。

　島根県警察本部

警備部長兼交通第一課長　　河上　兼一　警視

　　　交通第　課　次席　　山田　美夫　警部

　　　交通第一課課長補佐　申村　　登　警部

　　　全課企画係長　森脇　茂警部補

交通第二諌長

交通第二課長補佐

全課講習第一係長

全課行政処分係主任

全　課

島根県警察学校校長

全　校　教務教官

百合田光男

山崎

藤原

森沢

宇谷

長沢

青戸

門脇

克己

光蔵

忠夫

寅夫

　斉

鶴夫

　曙

警視

警部

警部補

巡査部長

主事

氏

警視

警部

一畑電鉄株式会杜　教育監理部

　　　　　　　　　　　　　竹田　操夫部長代理

　また作陽短期大学心理学研究室今西一実助教授に

は資料整理の上で協カをいただいた。

記してここに識意を表する。
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交通事故防止にかんする社会心理学的研究

　　　　　　　　質　問　項　目

ム場面　1　次のような場面を想像しさ下さい　　あ

なたは，交通警察官として取締りのために街頭に立っ

ています。そこへ無灯の自転車が走って来ました。あ

なたが，その自転軍に近かづくと、自転車にのった人

は，「やあ，見つかったか」といいました。それは，

あなたの知らない人です。警察官として，あなたのこ

の場合とりうる処置はだいたい次g5つが考えられま

す。すなわち

　A　つかまえて注意し調書をとり，検察庁へ送り略

　　　式裁判で罰金刑になるよう処置する

　B　つかまえて，注意し，あとで本署へ出頭させ，

　　　訓戒処分にするよう処置する

　C　つかまえて注意し，あとで派出所へ出頭させ，

　　　説諭するように処置する

　D　つかまえて，その場できつく注意する

　E　見てみぬふりをして注意しない

　上のことをよくアタマρ申に入れておいて次の質問

に答えて下さい。

質問I　この場合，あなたのとると思う処置はどれで

すか，処置のしかた，A・B・C．D・Eについて，

　1最もとりそうな処置　2その次にとりそうな処

　置3最もとりそうにない処置4その次にとり
　そうにない処置をえらんで　○をつけて下さい。

　交通警察官として，あなたが

　1　最もとりそうな処置はA　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　2　その次にとりそうな処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　3　最もとりそうにない処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　4　その次にとりそうにない処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E

　　　　　　　　　　　　　　だと思う

質問■　もし，あなたがAの処置をとったとします。

そしてそのことが，あなたの上司や，他の自転車通行

者たちに伝わったとします。かれらはどう思うでしよ

うか。

　⑧警察の上司は

　　a　期待通りにやってくれたと思うだろう

　　b　必らずしも期待通りではないが，まあそれで

　　　　よかろうと思うだろう

　　・　まずいことをしてくれた，と思うだろう

d　まったくけしからんことをした、許せないと

　　思うだろう

　　（一つだけえらび○をつける）

・他の自転車通行者たちは

　　a　期待通りにやってくれた，と思うだろう

　　b　必らずしも期待通りではないが，まあそれで

　　　　よかろうと思うだろう

　　C　まずいことをしてくれた，と思うだろう

　　d　まったくけしからんことをした，許せないと

　　　　思うだろう

　　　　（一つだけえらび○をつける）

質問皿　もし，あなたが，Bの処置をとったとしたら

どうでしょうか

　⑧警察の上司は（質問形式は質間2に同じにつき省

　　略）

　・他の白転車通行者たちは　　（質問省略）

質問1V　もし，あなたが，Cの処置をとったとしたら

どうでしょうか

　⑧警察の上司は……（質問省略）

　。他の白転車通行者たちは　　（質問省略）

質聞V　もし，あなたが，Dの処置をとったとしたら

どうでしょうか

　⑧警察の上司は……（質問省略）

　。他の自転車通行者たちは……　（質問省略）

質問VI　もし，あなたが，Eの処置をとったとしたら

どうでしょうか

　⑧警察の上司は……（質問省略）

　・他の白転車通行者たちは……（質問省略）

☆場面2今度は，次のような場面を想像してくださ

い。一あなたは，交通警察官として，取締りのため

に街頭に立っています。そこへ，信号を無視して進入

してきた自動車がありました。あなたが，その自動車

に近づくと，運転者は，「やあ，つかまったか」とい

いました。それはあなたの知らない人です。　　警察

官として，あなたのこの場合とりうる処置はだいたい

次の5つが考えられます。

　A　つかまえて，注意し交通切符をきり，現場の事

　　　実や状況をくわしくヂェックし，違反や，罰条

　　　欄をのこらず記入する（一行政処分になるよう

　　　に一）

　B　つかまえて，注意し，交通切符をきり，違反の

　　　事実（信号の無視）だけを報告する

　C　つかまえて，注意し，本署へ出頭させ，訓戒処

　　　分にするよう処置する

　D　つかまえて，注意し，派出所へ出頭させ，説諭
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　　　するよう処置する

　E　つかまえて，その場できつく注意をする

上のことを，よくアタマの申に入れて，次の問いに答

えて下さい

質問1　この場合，あなたのとると思う処置はどれで

すか，処置のしかた，A・B・C・D・Eについて

　1最もとりそうな処置，2その次にとりそうな処

　置，3最もとりそうにない処置，4その次にとり

　そうにない処置をえらんで○をつけてください。

　交通警察官としてあなたが，

　　1　最もとりそうな処置はA　B　C　D　E

　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　　2　その次にとりそうな処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　　3　最もとりそうにない処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

　　4　その次にとりそうにない処置は

　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　E
　　　　　　　　　　　　　　　だと思う

質問2　もし，あなたが，Aの処置をとったとしま

す。そしてそのことが，あなたの上司や，他の白動車

運転者たちに伝わったとします。その場合かれらはど

う思うでしょうか

　亀警察の上司は

　　a　期待通りにやってくれた，と思うだろう

　　b　必らずしも期待通りではないが，まあそれで

　　　　よかろう，と思うだろう

　　C　まずいことをしてくれた，と思うだろう

　　d　全くけしからんことをした，許せないと思う

　　　　だろう

　　　（一つだけえらび○をつける）

　。他の自動車運転者たちは

a

b

C

d

質問3

啓

期待通りにやってくれた，と思うだろう

必らずしも瑚待通りではないが，まあそれで

よかろう，と思うだろう

まずいことをしてくれた，と思うだろう

全くけしからんことをした，許せないと思う

だろう

（一つだけえらび○をつける）

もし，あなたがBの処置をとったとしたとし

たらどうでしょうか

　亀警察の上司は　　（質問形式は質問2に同じにつ

　　き省略）

　・他の自動軍運転者たちは……（質問省略）

質問4　もし，あなたがCの処置をとったとしたら

どうでしょうか

　⑧警察の上司は……（質問省略）

　・他の自動車運転者たちは・…・・（質問省略）

質問5　もしあなたがDの処置をとったとしたらどう

でしょうか

　⑧警察の上司は……　（質間省略）

　。他の自動車運転者たちは……（質問省略）

質問6　もしあなたがEの処置をとったとしたらどう

でしょうか

　⑧警察の上司は……（質間省略）

　。他の白動軍運転者たちは……（質問省略）

質問は，以上で終りです，なお，資料の整理。分析の

必要上，下記についてこたえて下さい。

①

②

⑧

④

あなたの性別男女
年　　令　　　満　　　才

職　　業

あなたが，いつも乗っているくるまは，次のど

れにあたりますが適当するところに○をつけ

け下さい。一人でいくつかの車にのることがあ

る場合には一番よくのるものに◎，そのほかの

ものには○をいくつかつけて下さい。

お
も
な

用
途

事業用・営業用仕
事用としてのって
いるもの

通勤・通学用レジ
ャー用としてのる
もの

原付車

1種12種
自動二輪 軽白動車 三輸軍

普通車

1種12種

大型軍

1種12種
大型特殊

⑤経験年数　　年 月（いくつかの免許のある人は◎をつけたものについてこたえてください）
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